
エネルギー・食料品等の物価高騰の影響を受けて費用が増大している水俣市内の高齢者施設等の負担軽減を図り、安定的な高齢者支援体制を確

保するため、光熱水費、燃料費、食費等の物価高騰に係る支援金を交付します。

〇交付対象者 水俣市内の３に掲げる高齢者施設等を所管する法人

※申請は法人単位となります。申請の際は、法人所管の全ての対象高齢者施設・事業所分を
まとめて申請してください。

〇申請方法等

・申請書等 水俣市ホームページに掲載 https://www.city.minamata.lg.jp/kiji0034039/index.html 
・受付期間 令和 ７ 年 １ 月 ２３ 日（木）～令和 ７ 年 ２ 月 １２ 日（水）
・申請方法 原則窓口での申請による。窓口での申請が困難な場合は郵送。

※郵送を希望する場合は、事前にご連絡ください。
※郵送の場合は、令和７年２月１２日（水）必着とします。

・提出先等 水俣市いきいき健康課高齢介護支援室

〒867-0005 水俣市牧ノ内３番１号 電話：０９６６－６３－３０５１

対象区分 施設・事業所 施設規模と支援金額

①入所系

介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護医療院、介護療養型医療施設
短期入所生活介護（空床型利用を除く）
短期入所療養介護（空床型利用を除く）
認知症対応型共同生活介護事業所
特定施設入居者生活介護事業所
地域密着型特定施設入居者生活介護事業所
養護老人ホーム
軽費老人ホーム

・定員19人以下 ６７,５００円／箇所
・定員20～39人 ２２５,０００円／箇所
・定員40～69人 ４２０,０００円／箇所
・定員70～89人 ６１５,０００円／箇所
・定員90人以上 ７７２,５００円／箇所

②入所系
【有料】

有料老人ホーム（特定施設入居者生活介護事業
または地域密着型特定施設入居者生活介護事業
の指定を受けている場合を除く。みなし有料老人
ホームを含む）

・定員19人以下 ３３,０００円／箇所
・定員20～39人 １０９,５００円／箇所
・定員40～69人 ２０７,０００円／箇所
・定員70～89人 ３０６,０００円／箇所
・定員90人以上 ３８５,０００円／箇所

③通所系

通所介護事業所
地域密着型通所介護事業所
療養型通所介護事業所
認知症対応型通所介護事業所
通所リハビリテーション事業所（当該事業所専有
のスペースを有する場合に限る）
小規模多機能型居宅介護事業所
看護小規模多機能型居宅介護事業所
通所型サービスＡ（事業所指定を受けている場合
に限る）

・通常規模型 ４６,５００円／箇所
※延利用者750人以下／月
・大規模型 ９７,５００円／箇所
※延利用者750人超／月
※小規模多機能型居宅介護事業所
※看護小規模多機能型居宅介護事業所

④訪問系

訪問介護事業所
訪問入浴介護事業所
訪問看護事業所（みなし指定を除く）
訪問リハビリテーション事業所（みなし指定を除く）
居宅療養管理指導事業所（みなし指定を除く）
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
夜間対応型訪問介護事業所
福祉用具貸与事業所
特定福祉用具販売事業所（福祉用具貸与未実施
の場合に限る）
居宅介護支援事業所
介護予防支援事業所
訪問型サービスＡ（事業所指定を受けている場合
に限る）

・３３,０００円／箇所


